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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本自動車研究所（JARI）か

ら，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，

経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS D 61851 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS D 61851-23 第 23 部：直流充電ステーション 

JIS D 61851-24 第 24 部：直流充電制御のための直流充電ステーションと電気自動車との間のデジタ

ル通信 
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日本工業規格          JIS 
 D 61851-23：2014 
 

電気自動車コンダクティブ充電システム－ 

第 23 部：直流充電ステーション 

Electric vehicle conductive charging system- 

Part 23: DC electric vehicle charging station 

 

序文 

この規格は，2014 年に第 1 版として発行された IEC 61851-23 を基とし，我が国の使用実態を反映させ

るため技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一覧表に

その説明を付けて，附属書 JA に示す。 

また，この規格は，コンダクティブ接続による電気自動車用直流充電ステーションの基本的要件を規定

し，電気自動車コンダクティブ充電システムの一般要件を規定した IEC 61851-1:2010 を基に，直流充電ス

テーションの固有要件を規定している。この規格では，IEC 61851-1 の規定に対する追加要件は“追加”，

全体の差し替えは“置換え”，適用除外は“非適用”と表記している。IEC 61851-1 の規定内容をそのまま

適用する箇条の規定内容，並びに細分箇条の番号及び規定内容は省略している。 

 

1 適用範囲 

置換え（箇条 1 全体） 

この規格は，IEC 61851-1:2010 とともに，入力電圧の上限が交流（AC）600 V 又は直流（DC）750 V ま

でのコンダクティブ接続の電気自動車（以下，EV 又は車両という。）用 DC 充電ステーション（以下，DC

充電ステーション，充電ステーション又は DC 充電器という。）の要件について規定する。 

注記 1 この規格は，コンダクティブ接続における出力及び信号インタフェースを記述するために必

要な内容に限り，EV に関する情報を含む。 

この規格は， 大 750 V までの直流出力電圧に適用する。ただし，一般用電気工作物として使用する場

合の DC 充電ステーションの直流出力電圧は 450 V に制限する。 

双方向電力潮流の要件は，検討中である。 

注記 2 DC 充電システムの典型的なシステム図を，附属書 DD に示す。 

この規格は，メンテナンスに関連する安全面の全てを網羅しているわけではない。 

この規格は，附属書 AA～附属書 CC で，システム A～システム C の DC 充電ステーションをそれぞれ

規定する。 

注記 3 DC 充電システムの典型的な機能構成を，附属書 EE に示す。 

この規格は，DC 充電ステーションと EV との間の制御通信の一般要求事項を規定する。DC 充電の制御

のための DC 充電ステーションと EV との間のデジタル通信の要件は，JIS D 61851-24 に規定する。 

DC 充電ステーションの EMC（電磁両立性）の要件は，IEC 61851-21-2 に規定する。 


